
島根県育休任期付職員・同行休業任期付職員等登録試験 

（育休任期付短時間勤務職員・臨時的任用職員登録試験）受験案内 

 

令和７年１２月５日 

島根県総務部人事課 

 
島根県の諸機関で、育児休業を取得する職員の代替として勤務する職員（以下「育休任期付職員」と言います。）、

配偶者同行休業を取得する職員の代替として勤務する職員（以下「同行休業任期付職員」と言います。）、職員の育児

短時間勤務に伴う短時間勤務職員（以下「育休任期付短時間勤務職員」と言います。）及び欠員等が生じた場合に任

用する職員（以下「臨時的任用職員」と言います。）の名簿登録試験を実施します。 

 

任期付職員 
〇この試験の合格者は、「育休任期付職員・同行休業任期付職員採用候補者名簿」に登録されます。 
〇育休任期付職員又は同行休業任期付職員を選択することはできません。 
育休任期付職員 
○任期付職員（育休任期付職員・同行休業任期付職員）採用（登録）試験の合格者は、「育休任期付職員・同行

休業任期付職員採用候補者名簿」に登録され、育児休業を取得する職員がいる場合に採用されます。 
○職員の産前産後休暇期間中（概ね 16 週間程度）は臨時的任用職員として採用され、選考を経た上で、職員の育児

休業期間を任用の限度として、任期を定めた育休任期付職員として採用されます。育休任期付職員としての任用期

間は、概ね６月以上３年未満ですが、職員の育児休業期間に応じて、採用時に決定することになります。 
○登録有効期間中に、新たに育児休業を取得する職員があった場合には、再び採用されることがあります。ただし、

職員の育児休業の取得状況等によっては、すぐに採用されるとは限りませんし、再び採用されない場合もあります。 
○登録有効期間は、登録開始日（合格発表の日）から３年です。 

同行休業任期付職員 

○任期付職員（育休任期付職員・同行休業任期付職員）採用（登録）試験の合格者は、「育休任期付職員・同行

休業任期付職員採用候補者名簿」に登録され、配偶者同行休業を取得する職員がいる場合に採用されます。 
○職員の配偶者同行休業期間中の一定期間（概ね１ヶ月程度）は臨時的任用職員として採用され、選考を経た上で、

職員の配偶者同行休業期間を任用の限度として、任期を定めた同行休業任期付職員として採用されます。同行休業

任期付職員としての任用期間は、概ね６月以上３年未満ですが、職員の同行休業期間に応じて、採用時に決定する

ことになります。 
○登録有効期間中に、新たに同行休業を取得する職員があった場合には、再び採用されることがあります。ただし、

職員の同行休業の取得状況等によっては、すぐに採用されるとは限りませんし、再び採用されない場合もあります。 
○登録有効期間は、登録開始日（合格発表の日）から３年です。 

 
育休任期付短時間勤務職員 
○任期付職員（育休任期付職員・同行休業任期付職員）の受験者は、育休任期付短時間勤務職員の登録について

併願することができます。（育休任期付短時間勤務職員のみの登録試験は行いません。） 
○併願の有無は、試験結果に影響しません。 
○任期付職員（育休任期付職員・同行休業任期付職員）の合格者のうち、育休任期付短時間勤務職員の登録を併願

した者については、併せて育休任期付短時間勤務職員登録者として登録されます。 
○育児短時間勤務を行う職員がいる場合に、当該期間を任用の限度として、任期を定めた短時間勤務職員（育休任

期付短時間勤務職員）として採用されることがあります。ただし、職員の育児短時間勤務の状況によっては、すぐに採

用されるとは限りませんし、採用されないこともあります。 
○育休任期付短時間勤務職員は６月以上１年未満の任用期間となりますが、職員の育児短時間勤務に係る期間の

延長の範囲内で、任用期間が延長される場合があります。 
臨時的任用職員 

○任期付職員（育休任期付職員・同行休業任期付職員）の受験者は、職員の欠員等が生じた場合に任用する臨時的

任用職員（職員の産前産後休暇期間及び同行休業期間中の一定期間における臨時的任用職員は除く。）の登録に 

ついて併願することができます。 

○併願の有無は試験結果に影響しません。 



○地方公務員法の改正により、令和２年４月から臨時的任用職員の任用が厳格化されました。法改正後の臨時的任

用職員の勤務形態は、正規職員と同様となります。給与、休暇等については、後述６⑶をご確認ください。 

○任用期間は、職員の欠員等の状況に応じて採用時に決定しますが、最長でも１年以内になります。 

○登録有効期間中に、新たに職員に欠員等が生じた場合には再び採用されることがあります。ただし、すぐに採用さ

れるとは限りませんし、再び採用されない場合もあります。 

○登録有効期間は、登録開始日（合格発表の日）から３年です。 

 

◆受付期間 令和７年１２月５日（金）～令和８年１月６日（火）１７時１５分 

◆試 験 令和８年２月２日（月） 

◆合格発表 令和８年２月９日（月） 

 

１ 募集職種及び職務内容  

職種 試験会場 職務内容 

一般事務 松江・浜田・隠岐 島根県の諸機関に勤務し、行政事務に従事します。 

管理栄養士 松江・浜田 
保健所等に勤務し、専門的業務に従事します。 

保健師 松江・浜田・隠岐 

児童福祉 松江・浜田 児童相談所、児童自立支援施設等に勤務し、専門的業務

に従事します。 

心理 松江・浜田 児童相談所、児童自立支援施設等に勤務し、児童、家族

又は障がい者の支援に関する心理診断・指導・相談等の

業務に従事します。 

化学 松江・浜田・隠岐  

農学 松江・浜田・隠岐  

林業 松江・浜田 島根県の諸機関に勤務し、専門的業務に従事します。 

総合土木 松江・浜田・隠岐  

電気 松江・浜田・隠岐  

※育児休業を取得する職員などがあった場合に、勤務可能地を踏まえ配属先を決定します。 

 ※応募職種によって、選択可能な試験会場が異なります。 

 

 

２ 受験資格 

⑴ 次の各号のいずれかに該当する人は受験できません。 

(ア)日本国籍を有しない人（職種「管理栄養士」「保健師」「児童福祉」「心理」「電気」を除

く。） 

(イ)禁錮（令和７年６月１日以降は、拘禁刑）以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を

受けることがなくなるまでの人 

(ウ)島根県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

(エ)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

(オ)平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心神耗弱を原因とす

るもの以外）  



⑵ 管理栄養士については、⑴に加え、管理栄養士の免許を有する人 

⑶ 保健師については、⑴に加え、保健師の免許を有する人 

⑷ 児童福祉については、⑴に加え、児童福祉司の任用資格を有する人（社会福祉士の資格を有す

る者、社会福祉主事、教員、保育士資格を有し実務経験を有する者等）。なお、児童福祉司任

用資格に必要な実務経験、指定講習会の受講のない場合も可とする。（詳しくはお問い合わせ

ください。） 

 

３ 試験の日時、試験地及び試験会場 

試験日時 試験会場 

令和８年２月２日（月） 

 受付時間     ９：００～９：１５ 

教養試験・専門試験 ９：３０～１１：００ 

 作文試験      １１：１５～１２：１５ 

 面接試験      １３：１５～ 

【松江会場】島根県職員会館 

      （松江市内中原町５２） 

【浜田会場】県浜田合同庁舎 

      （浜田市片庭町２５４） 

【隠岐会場】県隠岐合同庁舎 

      （隠岐郡隠岐の島町港町塩口２４） 

※応募職種によって、選択可能な試験会場が異なります。 

（注１）遅刻者は試験開始後３０分以降は受験できません。 

（注２）ＨＢ若しくはＢの鉛筆又はシャープペンシル及びプラスチック消しゴムを持参してください。 

（注３）試験の結果は、合格発表日に島根県ホームページ(https://www.pref.shimane.lg.jp/jinji)に合格者

の受験番号を掲示するほか、受験者全員（棄権者を除く。）に試験結果を通知します。なお、希望される方は、

島根県人事課（〒690-8501 松江市殿町１番地）で合格者の受験番号を確認することができます。 

 

４ 試験の方法 

試験項目 問題形式 配点 内    容 
教養試験 
（９０分） 

 

択一式 
 

 

３０点 
 

【一般事務】 
公務員として必要な知識及び知能について、高校卒業程度の内容で筆
記試験を行います。 

専門試験 
（９０分） 

 

択一式 
 

 

３０点 
 

 

【児童福祉、心理、化学、農学、林業】 
専門的な知識及び能力について、大学卒業程度の内容で筆記試験を行
います。 
【総合土木、電気】 
専門的な知識及び能力について、高校卒業程度の内容で筆記試験を行
います。 

作文試験 
 （６０分） 

 

 

記述式 
 
 

 

２０点 
 

【一般事務、児童福祉、心理、化学、農学、林業、総合土木、電気】 
文章による表現力、課題に対する理解力等について作文試験を行います。 

５０点 
 

 

【管理栄養士、保健師】 
専門的な知識及び文章による表現力、課題に対する理解力等について
作文試験を行います。 

面接試験 
 

 
 

５０点 
 

【全職種】 
職務遂行能力等をみる目的で個別面接を行います。 

※試験種目によっては、一定の基準があり、基準に満たない場合は総合得点にかかわらず不合格

とします。 

※試験日において、「育休任期付職員・同行休業任期付職員採用候補者名簿」に登録されている



者（登録有効期間内に限る。）が、同一職種の試験を受験する場合は、教養試験、専門試験及

び作文試験は免除し、面接試験のみとします。 

※試験日において、島根県職員（臨時的任用職員、育休任期付職員、一般任期付職員を含む。）

である者が、同一職種の試験を受験する場合は、教養試験、専門試験及び作文試験は免除し、

面接試験のみとします。 

 

５ 受験手続、申込先及び受付期間 

⑴ 申込方法 

原則、しまね電子申請サービスにより受け付けます。「令和７年度島根県育休任期付職員・

同行休業任期付職員等登録試験（育休任期付短時間勤務職員・臨時的任用職員登録試験）受験

申込」より、申請してください。 

※しまね電子申請サービスによる申込が困難な場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。 

 

○しまね電子申請サービス URL

https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/R7ikukyuu 

＜ＱＲコード＞ 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 添付書類 

申込みの際に、次の表に示す書類の電子データを添付してください。なお、添付書類を郵送

で提出することもできます。郵送による場合には、電子申請による申込後速やかに、封筒の表

に「育休任期付・同行休業任期付申込」と朱書し、簡易書留郵便にて下記書類提出先に提出し

てください。 

 

添付書類 留意事項 

写真 ・最近 6ヵ月以内に撮影されたもので、正面から上半身を撮影した jpeg 又

は jpg 形式のもの（推奨サイズは縦 690 ピクセル、横 536 ピクセル、縦横

4.5×3.5 の比率）を添付すること。 

・郵送する場合は、縦 4.5 ㎝×横 3.5 ㎝の写真（裏面に氏名を記入したも

の）とすること。 

経歴調査表 ・島根県総務部人事課のホームページ（しまね電子申請サービスの申込ペ

ージに URL 掲載）から様式をダウンロードし、作成すること（手書き作成

可）。 

受験資格を有す

ることを証明す

る書類 

・管理栄養士、保健師 

…資格免許証の写し 

・児童福祉…児童福祉司の任用資格等を証明する書類 

 

 



⑶ 提出期限 

令和８年１月６日（火）１７時１５分 

 

 

⑷ 書類提出先・問い合わせ先 

〒６９０－８５０１松江市殿町１番地（本庁舎３階）島根県総務部人事課人事制度係 

            TEL ０８５２－２２－６８４４ 又は ０８５２－２２－６８５０ 

 

６ 採用、給与及び勤務時間等 

⑴ 任期付職員 

① この試験の合格者は、職員の産前産後休暇期間中（おおむね１６週間程度）又は職員の配偶

者同行休業期間中の一定期間は臨時的任用職員として勤務していただきます。その後、選考を

経た上で、職員の育児休業期間又は職員の配偶者同行休業期間を任用の限度として、任期を定

めた育休任期付職員又は同行休業任期付職員として採用します。 

②  職員の産前産後休暇期間中又は職員の配偶者同行休業期間中の一定期間は、臨時的任用職

員として任用されます。臨時的任用職員の場合の勤務条件は、次のとおりです。 

  ア 採用時の給料月額は、次の表のとおりです（令和７年４月１日現在）。このほかに任期

の定めのない職員と同様に、期末勤勉手当が支給され、また、支給要件に該当する場合に

は、扶養手当、通勤手当、住居手当等も支給されます（学校卒業後の経歴を有する人は、

その経歴に応じて給料月額を決定します。） 

 

職 種 初任給月額 
一般事務 １９７，０９２円（高卒１８歳） 

管理栄養士 ２４１，３８２円（大学４卒２２歳） 
保健師 ２６８，６６１円（大学４卒２２歳） 

児童福祉 ２２７，０８８円（大学４卒２２歳） 
心理 ２２７，０８８円（大学４卒２２歳） 
化学 ２２７，０８８円（大学４卒２２歳） 
農学 ２２７，０８８円（大学４卒２２歳） 
林業 ２２７，０８８円（大学４卒２２歳） 

総合土木 １９７，０９２円（高卒１８歳） 
電気 １９７，０９２円（高卒１８歳） 

 

イ 勤務日、勤務時間については以下のとおりです。 

勤務は完全週休２日制で、月曜日から金曜日までの５日間、午前８時３０分から午後５

時１５分までの１日７時間４５分で、週３８時間４５分です。 

 

③  育休任期付職員又は同行休業任期付職員は、任期が定められていること以外、給与、勤務

時間等について職員と同様に地方公務員法等の規定が適用されますが、育児休業をすること

はできません。 

採用後は、一般職の職員として勤務していただくことになり、給与、勤務時間等は次のと

おりです。 

ア 採用時の給料月額は、上記②アのとおりです。 

    イ 良好な成績で勤務した場合、昇給の対象となります（ただし、令和 7 年４月１日現在



で５５歳以上の人を除きます。）。 

ウ 育休任期付職員として６月以上勤務して退職する場合には、退職手当が支給されます。 

エ 勤務日、勤務時間については上記②イのとおりです。 

④  この試験の合格者は、「育休任期付職員・同行休業任期付職員採用候補者名簿」に登録さ   

れます。登録有効期間中に、育児休業・配偶者同行休業を取得する職員があった場合には、

採用を決定することになります。その場合、同様に職員の産前産後休暇期間中又は配偶者同行

休業期間中の一定期間は臨時的任用職員として、育児休業期間中又は配偶者同行休業期間中

は育休任期付職員又は同行休業任期付職員として採用されます。登録有効期間は、登録開始日

（合格発表の日）から３年間です。 

 

⑵ 育休任期付短時間勤務職員 

育休任期付職員・同行休業任期付職員等登録試験の受験者は、育休任期付短時間勤務職員の登

録について併願することができます（育休任期付短時間勤務職員のみの登録試験は行いませ

ん。）。 

 

① 育休任期付職員・同行休業任期付職員等登録試験の合格者のうち、育休任期付短時間勤務職         

員の登録を併願したものについては、併せて育休任期付短時間勤務職員登録者として登録さ

れます。育休任期付職員又は同行休業任期付職員の任期後、育児短時間勤務を行う職員がいる

場合に、当該期間を任用の限度として、任期を定めた短時間勤務職員（育休任期付短時間勤務

職員）として採用されることがあります。育休任期付短時間勤務職員は６月以上１年未満の任

用期間となりますが、職員の育児短時間勤務に係る期間の延長の範囲内で、任用期間が延長さ

れる場合があります。 

② 育休任期付短時間勤務職員は、任期の定めのある短時間勤務の職を占める職員となり、地方   

公務員法等の規定が適用されることとなり、給与、勤務時間等は次のとおりです。  

ア 初任給の額は、適用を受ける給料表の給料月額の、１週間当たりの勤務時間を 38 時間 45 分

で割落とした額となります。採用時の給料月額は、上記育休任期付職員又は同行休業任期付職

員と同じで、初任給は職歴等により、一定の額が加算されます。 

例えば、職種が一般事務で、高校卒１８歳の人の場合、初任給はフルタイム勤務職員であれ

ば給料月額１９７，０９２円となるところ、１週間当たりの勤務時間数が２３時間１５分の育

休任期付短時間勤務職員であれば、１１８，２５５円（１９７，０９２円×２３時間１５分／

３８時間４５分）となります。 

イ 良好な成績で勤務した場合、昇給の対象となります。 

ウ 扶養手当、住居手当、単身赴任手当、特地勤務手当、退職手当等は支給されません。 

通勤手当は、通勤回数に応じて減額される場合があります。（交通機関利用者の場合は定期

券又は通勤回数に応じた回数券等の額、自動車等利用者の場合は１月当たりの通勤回数が１

０回未満であれば一般の職員に支給される額の半額となります。） 

エ 勤務は、週３１時間以内で、曜日・時間帯等については、育児短時間勤務を行う職員の勤務

時間により異なるため、採用時に決定することになります。 

 

⑶ 臨時的任用職員 

  育休任期付職員・同行休業任期付職員等登録試験の受験者は、職員に欠員等が生じた場合に任

用する臨時的任用職員（職員の産前産後休暇期間及び配偶者同行休業期間中の一定期間における

臨時的任用職員は除く）の登録について併願することができます（臨時的任用職員のみの登録試



験は行いません。）。 

 

①  育休任期付職員・同行休業任期付職員等登録試験の合格者のうち、臨時的任用職員の登録

を併願した者については、併せて臨時的任用職員登録者として登録されます。 任用期間は、

職員の欠員等の状況に応じて採用時に決定しますが、最長でも１年以内になります。 

② 臨時的任用職員は、地方公務員法等の規定が適用されることとなります。給与、勤務時間等   

は次のとおりです。 

    ア 採用時の給料月額は、上記⑴②アのとおりです。 

イ 勤務日、勤務時間については上記⑴②イのとおりです。 

 

７ 試験結果の本人提供について                                                      

試験の結果については、保有個人情報の本人提供に関する事務取扱要領に基づき、本人の申出に

より提供することができます。受験者本人（代理人は不可）が「顔写真付きの身分証明書」（注）を

持参の上、下記場所で行ってください（電話は不可）。                                                

                                                                                      

申出できる者 内容 期間 場所 

 

合格者及び不合格者 

 

 

 

総合得点、種目別得点 

及び総合順位 

 

 

合格発表日より 

１か月間 

 

 

島根県総務部人事課 

（松江市殿町１番地本庁舎３階） 

 

  (注)「顔写真付きの身分証明書」の例：運転免許証、学生証等         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この頁は空白です 


